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※任用日前３月以内とは・・・

令和８年４月１日から任用となる場合は、令和８年１月１日以降に採用前健康診断を受けていれば免除となります。
令和８年１月１日より前に採用前健康診断を受けている場合は採用前健康診断を受ける必要があります。

令和８年度の採用前健康
診断は免除です。
検査結果についても本市
教育委員会にデータが送
られているので結果通知
書の提出も不要です。

採用前健康診断を受診
してください。

非常勤講師として任用される方へ

令和８年度の採用前健康診断
は免除です。
検査結果についても本市教育
委員会にデータが送られてい
るので結果通知書の提出も不
要です。

任用日前３か月以内に採用前健康診
断を受診しましたか？

採用前健康診断を受診し
たのは指定医療機関（Ａ
ＯＩ国際病院）ですか？

任期付職員（一般任期付職員を含む）及び臨時的任用職員または週２９時間勤
務の非常勤講師として４月１日から任用される場合で、任用の前年度末（３月
３１日）まで川崎市立学校の任期付職員（一般任期付職員を除く）及び臨時的
任用職員または週２９時間勤務の非常勤講師として任用があり、その際、採用
前健康診断又は教職員定期健康診断を受診している

必要な健診項目が全て
記載されている結果通
知書の写しを教職員人
事課採用担当あてに提
出してください。


